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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電気的な接触接続部を備える複合ガラス板であって、少なくとも、
－熱可塑性の中間層（４）を介して互いに面状に結合された第１のガラス板（１）及び第
２のガラス板（２）と、
－前記第１のガラス板（１）の少なくとも内側表面（Ｉ）に設けられた、少なくとも１つ
の導電性の被覆（３）と、
－該導電性の被覆（３）の領域に設けられた少なくとも１つの集合導体（５）と、
－該集合導体（５）の少なくとも１つの領域に設けられた、少なくとも１つの導電性のコ
ンタクト帯材（６）とを有しており、
　該コンタクト帯材（６）は、少なくとも１つの電気的なリード線（７）に接続されてお
り、前記コンタクト帯材（６）の少なくとも１つの領域は、前記集合導体（５）と直接に
接触しており、
　前記集合導体（５）と前記コンタクト帯材（６）の領域との間に、機械的な結合部は一
切存在しない、
ことを特徴とする、電気的な接触接続部を備える複合ガラス板。
【請求項２】
　前記集合導体（５）と前記コンタクト帯材（６）の領域との間に、ろう材料又は接着剤
を介した結合部は一切存在しない、請求項１記載の複合ガラス板。
【請求項３】
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　前記コンタクト帯材（６）は、導電性の箔のストリップとして形成されていて、１０μ
ｍ～５００μｍの厚さを有しており、且つ銅、錫メッキされた銅、銀、金、アルミニウム
、亜鉛、タングステン及び錫のうちの１つを含んでいる、請求項１又は２記載の複合ガラ
ス板。
【請求項４】
　前記コンタクト帯材（６）は、１０ｍｍ～１００ｍｍの長さＬｋ及び２ｍｍ～４０ｍｍ
の幅Ｂｋを有している、請求項１から３までのいずれか１項記載の複合ガラス板。
【請求項５】
　前記コンタクト帯材（６）の長さＬｋは、前記集合導体（５）の長さＬｓの８０％～１
２０％である、請求項１から３までのいずれか１項記載の複合ガラス。
【請求項６】
　前記コンタクト帯材（６）は、前記集合導体（５）と全面的に直接に接触している、請
求項１から５までのいずれか１項記載の複合ガラス板。
【請求項７】
　前記コンタクト帯材（６）は、前記集合導体（５）よりも大きな幅を有している、請求
項１から５までのいずれか１項記載の複合ガラス板。
【請求項８】
　前記コンタクト帯材（６）は、電気的な接続部材（１０）を介して、前記電気的なリー
ド線（７）に接続されている、請求項１から７までのいずれか１項記載の複合ガラス板。
【請求項９】
　前記コンタクト帯材（６）は、前記集合導体（５）に接着帯材（８）によって位置固定
されている、請求項１から８までのいずれか１項記載の複合ガラス板。
【請求項１０】
　前記コンタクト帯材（６）と、前記第２のガラス板（２）との間に、押圧部材（９）が
配置されており、該押圧部材（９）は、少なくともポリマー、金属又は合金を含んでおり
且つ２００μｍ以上の厚さを有している、請求項１から９までのいずれか１項記載の複合
ガラス板。
【請求項１１】
　前記集合導体（５）は、焼成されたスクリーン印刷ペーストとして形成されていて、銀
粒子を含んでおり、且つ５μｍ～４０μｍの厚さを有している、請求項１から１０までの
いずれか１項記載の複合ガラス板。
【請求項１２】
　前記電気的なリード線（７）は、箔導体として形成されている、請求項１から１１まで
のいずれか１項記載の複合ガラス板。
【請求項１３】
　電気的な接触接続部を備える複合ガラス板を製造する方法であって、少なくとも、
イ）第１のガラス板（１）の表面（Ｉ）に導電性の被覆（３）を付与し、
ロ）該導電性の被覆（３）の領域に、少なくとも１つの集合導体（５）を付与し、
ハ）前記第１のガラス板（１）の表面（Ｉ）に熱可塑性の中間層（４）を配置し、該熱可
塑性の中間層（４）に第２のガラス板（２）を配置し、電気的なリード線（７）に接続さ
れた、少なくとも１つの導電性のコンタクト帯材（６）を配置し、これにより該コンタク
ト帯材（６）の少なくとも１つの領域を、前記集合導体（５）と直接に接触させ、
ニ）前記第１のガラス板（１）を、前記熱可塑性の中間層（４）を介して前記第２のガラ
ス板（２）に結合する、
ことを含んでおり、
　前記集合導体（５）と前記コンタクト帯材（６）の領域との間に、機械的な結合部は一
切存在しない、
ことを特徴とする、電気的な接触接続部を備える複合ガラス板を製造する方法。
【請求項１４】
　前記方法ステップ ハ）において、前記コンタクト帯材（６）を前記集合導体（５）に
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配置し、次いで前記熱可塑性の中間層（４）を前記表面（Ｉ）に配置する、請求項１３記
載の方法。
【請求項１５】
　前記方法ステップ ハ）において、前記コンタクト帯材（６）を前記熱可塑性の中間層
（４）に取り付け、次いで該熱可塑性の中間層（４）を前記コンタクト帯材（６）と共に
、前記表面（Ｉ）に配置する、請求項１３記載の方法。
【請求項１６】
　加熱可能なガラス板、アンテナ機能を有するガラス板、切換又は制御可能な光学特性を
有するガラス板、又は太陽電池モジュールとしての、請求項１から１２までのいずれか１
項記載の複合ガラス板の使用。
【請求項１７】
　前記コンタクト帯材（６）は、１５μｍ～２００μｍの厚さを有している、請求項３記
載の複合ガラス板。
【請求項１８】
　前記コンタクト帯材（６）は、２０ｍｍ～６０ｍｍの長さＬｋ、及び、５ｍｍ～３０ｍ
ｍの幅Ｂｋを有している、請求項４記載の複合ガラス板。
【請求項１９】
　前記コンタクト帯材（６）の長さＬｋは、前記集合導体（５）の長さＬｓの９０％～１
１０％である、請求項５記載の複合ガラス。
【請求項２０】
　前記電気的な接続部材（１０）は前記コンタクト帯材（６）と一体的に形成されている
、請求項８記載の複合ガラス板。
【請求項２１】
　前記集合導体（５）は、８μｍ～２０μｍの厚さを有しており、且つ、２ｍｍ～３０ｍ
ｍの幅Ｂｓを有している、請求項１１記載の複合ガラス板。
【請求項２２】
　前記集合導体（５）は、２ｍｍ～３０ｍｍの幅Ｂｓを有している、請求項１１記載の複
合ガラス板。
【請求項２３】
　前記集合導体（５）は、４ｍｍ～２０ｍｍの幅Ｂｓを有している、請求項１１記載の複
合ガラス板。
【請求項２４】
　前記電気的なリード線（７）は、ろう材料又は導電性の接着剤によって前記コンタクト
帯材（６）に結合されている、請求項１２記載の複合ガラス板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電気的な接触接続部を備える複合ガラス板、該複合ガラス板の製造方法及び
使用に関する。
【０００２】
　複数の個別のガラス板のうちの１つのガラス板の内側表面に、導電性の被覆を有する複
合ガラス板が公知であり、導電性の被覆は電気的に接触接続しており、つまり例えば外部
の電圧源又は受信機に電気的に接続されている。このような導電性の被覆は、例えば金属
をベースとした加熱可能な被覆である。別の公知の導電性の被覆は、例えばエレクトロク
ロミック機能素子等の、電気的に切換可能な機能素子又は薄膜太陽電池モジュールの表面
電極である。導電性の被覆の電気的な接触接続は、典型的には例えば印刷され且つ焼成さ
れた銀ペーストから成る集合導体を介して行われる。集合導体は、外部のリード線、例え
ば平形導線に、直接に又は薄い銅箔から成るコンタクト帯材を介して導電接続されていて
よい。電気的な接触接続部を備える従来の複合ガラス板において、リード線又はコンタク
ト帯材は、ろう材料又は導電性の接着剤を介して、集合導体に結合されている。この場合
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、ろう接又は接着は、製造過程における１つの独自のプロセス段階なので、複合ガラス板
の製造を困難にしている。
【０００３】
　本発明の課題は、電気的な接触接続部を備える複合ガラス板を改良して、簡単且つ廉価
に製造することができるようにすることにある。
【０００４】
　本発明のこの課題は、本発明に基づき、請求項１記載の電気的な接触接続部を備える複
合ガラス板により解決される。好適な構成は、従属請求項に記載されている。
【０００５】
　電気的な接触接続部を備える、本発明による複合ガラス板は、少なくとも以下の特徴、
即ち：
－熱可塑性の中間層を介して互いに面状に結合された第１のガラス板と第２のガラス板、
－第１のガラス板の少なくとも内側表面に設けられた、少なくとも１つの導電性の被覆、
－導電性の被覆の領域に設けられた少なくとも１つの集合導体、及び
－集合導体の少なくとも１つの領域に設けられた、少なくとも１つの導電性のコンタクト
帯材、
を有しており、コンタクト帯材は、少なくとも１つの電気的なリード線に接続されており
、コンタクト帯材の少なくとも１つの領域は、集合導体と直接に接触している。
【０００６】
　第１のガラス板及び第２のガラス板は、それぞれ内側表面と外側表面とを有している。
第１のガラス板の内側表面と第２のガラス板の内側表面とは、互いに面しており且つ熱可
塑性の中間層を介して互いに結合されている。第１のガラス板の外側表面と第２のガラス
板の外側表面とは、互いに反対の側を向いており且つ熱可塑性の中間層とは反対の側を向
いている。導電性の被覆は、第１のガラス板の内側表面に付与されている。当然、第２の
ガラス板の内側表面にも、別の導電性の被覆が付与されていてよい。両ガラス板の外側表
面も、被覆を有していてよい。「第１のガラス板」及び「第２のガラス板」という概念は
、複合ガラス板の２つのガラス板を区別するために選ばれたものである。これらの概念と
、幾何学的な配置形式に関する表現とは一切関係ない。本発明による複合ガラス板が、例
えば外部環境に対して内部空間を隔離するために、車両又は建物の開口内に設けられてい
る場合、第１のガラス板は、内部空間又は外部環境に面していてよい。
【０００７】
　本発明の特別な利点は、コンタクト帯材の少なくとも１つの領域が、集合導体と直接に
接触している、という点にある。つまり、集合導体とコンタクト帯材との間の導電接続は
、溶融性のろう材料又は導電性の接着剤を介してではなく、コンタクト帯材と集合導体と
の直接接触により行われる。これにより、複合ガラス板の製造は著しく簡略化される。な
ぜならば、コンタクト帯材と集合導体とが直接接触しない場合に必要となる方法ステップ
、例えば集合導体におけるコンタクト帯材のろう接又は接着が省かれるからである。製造
過程がより迅速になり、人件費、設備費及び投資を節約することができる。更に、例えば
ろう接時、或いはろう接又は接着された結合部に機械的な負荷が加えられた場合に生じる
ような、集合導体の損傷が、有利に回避される。
【０００８】
　直接的な接触とは、本発明の意味では機械的な結合（例えば接着又はろう接）無しの接
触を云う。つまり、集合導体と、コンタクト帯材の領域との間に、機械的な結合部、特に
ろう材料又は接着剤による結合部は一切存在していない。
【０００９】
　本発明では、集合導体は、導電性の被覆の上側に配置されており、コンタクト帯材は、
集合導体の上側に配置されている。つまり、集合導体は、導電性の被覆の、被覆を備える
ガラス板表面とは反対の側の表面に配置されており、コンタクト帯材は、集合導体の、導
電性の被覆とは反対の側の表面に配置されている。
【００１０】
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　集合導体（電流集合レール又は「バスバー」と云うこともある）は、導電性の被覆内に
均一な電界を形成するために用いられる。このために集合導体は、好適には導電性の被覆
の縁部領域内に、導電性の被覆の側縁に沿って配置されている。集合導体の長さは、典型
的には導電性の被覆の側縁の長さにほぼ等しいが、やや大きいか小さくてもよい。２つの
集合導体が、導電性の被覆の、好適には縁部領域内に、導電性の被覆の対向して位置する
２つの側縁に沿って配置されていてもよい。これは例えば、導電性の被覆が電気的に加熱
可能な被覆であり、被覆を通って電流が流れるべき場合に当てはまる。例えば電気的に加
熱可能な１つの被覆において２つ又はそれ以上の独立した加熱フィールドを形成するため
に、２つ以上の集合導体が、導電性の被覆に配置されていてもよい。
【００１１】
　集合導体の幅は、好適には２ｍｍ～３０ｍｍであり、特に好適には４ｍｍ～２０ｍｍで
ある。より細長い集合導体は、過度に高い電気抵抗、延いては作動中の集合導体の過度に
高い加熱につながる。より広幅の集合導体は、望ましくない多量の材料使用、及び複合ガ
ラス板の透明領域の、美的でない、過度に大きな縮小を要する。集合導体の長さは、導電
性の被覆の延在長さに従う。
【００１２】
　典型的にはストリップの形態で形成されている集合導体において、より長い方の寸法を
長さと云い、且つ短い方の寸法を幅と云う。
【００１３】
　好適な構成では、集合導体は、印刷され且つ焼成された導電性の構造体として形成され
ている。印刷された集合導体は、少なくとも１つの金属、好適には銀を含んでいる。導電
性は、好適には集合導体に含まれる金属粒子によって、特に好適には銀粒子によって実現
される。金属粒子は、好適にはガラスフリットを有する焼成されたスクリーン印刷ペース
トとして、ペースト又はインク等の有機及び／又は無機マトリックス内に位置していてよ
い。印刷された集合導体の層厚さは、好適には５μｍ～４０μｍ、特に好適には８μｍ～
２０μｍ、更に特に好適には１０μｍ～１５μｍである。これらの厚さを有する印刷され
た集合導体は、技術的に簡単に実現され得ると共に、有利な電流容量を有している。
【００１４】
　択一的に、集合導体は、導電性の箔のストリップとして形成されていてもよい。この場
合、集合導体は、例えば少なくともアルミニウム、銅、錫メッキされた銅、金、銀、亜鉛
、タングステン及び／又は錫、或いはこれらの合金を含有している。ストリップは、好適
には１０μｍ～５００μｍ、特に好適には３０μｍ～３００μｍの厚さを有している。こ
れらの厚さを有して導電性の箔から成る集合導体は、技術的に簡単に実現され得ると共に
、有利な電流容量を有している。ストリップは、例えばろう材料を介して、導電性の接着
剤を介して、又は直接載置により、導電性の構造体と導電接続されていてよい。
【００１５】
　しかしまた集合導体は、例えば超音波ろう接ポイントをもたらすことにより、導電性の
被覆からも形成され得る。典型的には、１列の超音波ろう接ポイントが、導電性の被覆に
もたらされ、これらの超音波ろう接ポイントは、コンタクト帯材を介して互いに接続され
、この場合に各超音波ろう接ポイントは、集合導体の機能を満たしている。
【００１６】
　コンタクト帯材は、複数の集合導体と直接に接触していてもよい。
【００１７】
　コンタクト電極と云うこともあるコンタクト帯材は、有利には集合導体の電流容量を高
める。更に、コンタクト帯材によって、集合導体とリード線との間のコンタクト箇所の望
ましくない加熱が低減され得る。更に、コンタクト帯材は、電気的なリード線による集合
導体の電気的な接触接続を容易にする。なぜならば、リード線を、既に付与された集合導
体に結合、例えばろう接する必要がないからである。
【００１８】
　コンタクト帯材は、好適には少なくとも１つの金属を含んでおり、特に好適には銅、錫
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メッキされた銅、銀、金、アルミニウム、亜鉛、タングステン及び／又は錫を含んでいる
。このことは、コンタクト帯材の導電性に関して特に有利である。コンタクト帯材は、好
適には上記元素のうちの１つ又は複数を含み、場合によっては別の元素、例えば黄銅又は
青銅を含む合金を有していてもよい。
【００１９】
　コンタクト帯材は、好適には導電性の、薄い箔のストリップとして形成されている。コ
ンタクト帯材の厚さは、好適には１０μｍ～５００μｍ、特に好適には１５μｍ～２００
μｍ、更に特に好適には５０μｍ～１００μｍである。これらの厚さを有する箔は、技術
的に簡単に製造され得ると共に供給しやすく、更に有利には、低い電気抵抗を有している
。
【００２０】
　コンタクト帯材の長さは、原則として集合導体の長さと同じであってよく、且つ集合導
体の全長に沿って、集合導体上に配置されていてよい。但し有利には、コンタクト帯材は
、集合導体よりも短い長さを有している。これにより、コンタクト帯材は、より一層取り
扱いやすくなるので、コンタクト帯材の損傷及び折り曲げの危険が低下され、更に、材料
を節約することができる。コンタクト帯材の長さは、好適には１０ｍｍ～１００ｍｍ、特
に好適には２０ｍｍ～６０ｍｍである。このことは、コンタクト帯材の良好な取扱い性、
並びに集合導体とコンタクト帯材との間の、電気的な接触接続に十分な大きさの接触面積
に関して、特に有利である。
【００２１】
　択一的な好適な構成では、コンタクト帯材の長さは、集合導体の長さの８０％～１２０
％、好適には９０％～１１０％である。このようなコンタクト帯材により、集合導体の電
流容量は、有利に増大される。集合導体は、いわば負荷軽減されるので、局所的な過熱が
回避され得る。
【００２２】
　つまり、コンタクト帯材の長さの有効領域は、全体として約１０ｃｍ～集合導体の長さ
の１２０％である。
【００２３】
　コンタクト帯材の幅は、好適には２ｍｍ～４０ｍｍ、特に好適には５ｍｍ～３０ｍｍで
ある。このことは、コンタクト帯材と集合導体との間の接触面積、及びコンタクト帯材と
電気的なリード線との簡単な接続に関して、特に有利である。コンタクト帯材の長さ及び
幅という表現は、それぞれ集合導体の長さ若しくは幅を規定する延在方向と同じ延在方向
に見た寸法を表すものである。
【００２４】
　好適な構成では、コンタクト帯材は全面的に、集合導体と直接に接触している。このた
めにコンタクト帯材（コンタクト帯材の長さ及び幅は、最大で集合導体の長さ及び幅に等
しいが、典型的には集合導体の長さ及び幅よりも短い）は、集合導体上に載置される。複
合ガラス板の簡単な製造、及びコンタクト帯材の全面積の、接触面としての利用という、
特別な利点がある。
【００２５】
　択一的な好適な構成では、コンタクト帯材は、集合導体よりも大きな幅を有している。
この場合、コンタクト帯材は、集合導体の少なくとも１つの側縁、好適には集合導体の、
対向して位置する２つの側縁を越えて突出している。集合導体の領域では、コンタクト帯
材は好適には全面的に、集合導体と直接に接触している。特別な利点は、集合導体の全幅
が、接触接続面として利用される、という点にある。更に、コンタクト帯材の側縁が集合
導体上に配置されている場合に、コンタクト帯材の側縁領域に形成されることのある応力
又は負荷が、回避され得る。
【００２６】
　しかしまた、コンタクト帯材の所定の領域が、両面接着帯材を介して集合導体に結合さ
れていてもよい。この場合、この領域は、コンタクト帯材と集合導体との間の導電接続に
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は寄与しない。接着帯材の領域から離れたところで、コンタクト帯材は集合導体に直接に
接触している。このような両面接着帯材は、方法技術的な利点を有していることがある。
なぜならば、コンタクト帯材は複合ガラス板の製造時に集合導体上に位置固定されていて
、例えば不本意にずらされることはないからである。
【００２７】
　導電性の箔のストリップは、集合導体上に配置され且つ集合導体と（好適には全面的に
）直接に接触している第１の区分と、集合導体から導出され且つ集合導体から離れたとこ
ろで電気的なリード線に接続されている第２の区分とを有していてもよい。この場合、第
１の区分が本来のコンタクト帯材を形成し、且つ第２の区分が電気的な接続部材を形成し
ており、コンタクト帯材と接続部材とは、導電性の箔のストリップにより、一体的に形成
されている。このために導電性の箔のストリップは１回又は複数回、所望の方向転換を生
ぜしめるために、適宜折り曲げられていてよい。接続部材と電気的なリード線との間の接
触接続箇所は、複合ガラス板の内側又は外側に配置されていてよい。接触接続箇所が複合
ガラス板の外側に配置されている場合、接続部材は集合導体から出発して、複合ガラス板
の側縁を越えて延在している。コンタクト帯材と電気的な接続部材とは、択一的に原則と
して当然２つの部分から、例えばそれぞれが導電性の箔のストリップとして形成されてい
てもよい。
【００２８】
　集合導体とコンタクト帯材との間の接触面積は、特に導電性の被覆が加熱可能な被覆で
あるか、又は表面電極である場合に、１５０ｍｍ２以上であり、特に好適には３００ｍｍ
２以上であることが望ましい。これにより、電流の有利な伝達が達成される。接触面積は
、６００ｍｍ２以下であってよい。導電性の被覆が例えばアンテナ構造体である場合、接
触面積は極めて小さく選択されてよく、且つ２０ｍｍ２以上であることが望ましい。
【００２９】
　本発明では、少なくとも１つのコンタクト帯材が、集合導体上に配置されている。しか
しまた、１つ以上のコンタクト帯材、例えば２つのコンタクト帯材が、同じ集合導体の各
１つの領域に配置されていてもよい。このことは、コンタクト帯材に接続されたリード線
を通って流れる電流を減少させるために所望されていてよく、これにより、個々のコンタ
クト帯材の領域における複合ガラス板の熱負荷が低減される。
【００３０】
　コンタクト帯材は、簡単に集合導体上に載置されていてよく、積層された複合ガラス板
の内部で持続して安定的に、所定の位置で位置固定される。
【００３１】
　択一的に、コンタクト帯材は、接着帯材によって集合導体上に位置固定され得る。この
場合、接着帯材は、コンタクト帯材の、集合導体とは反対の側の表面に配置された少なく
とも１つの領域と、ガラス板の表面、導電性の構造体又は集合導体に配置された少なくと
も１つの別の領域とを有している。接着帯材により、所定の圧力がコンタクト帯材に対し
て、集合導体の方向に加えられる。これにより、コンタクト帯材と集合導体との間の導電
接続が有利に安定化される。更に、接着帯材の使用は、方法技術的な利点を有している。
なぜならば、コンタクト帯材は複合ガラス板の製造時に集合導体上に位置固定され得、延
いては例えば不本意にずらされたり、折り曲げられたり、或いは他の方法で損傷される恐
れがないからである。接着帯材の長さ及び／又は幅は、コンタクト帯材の長さ若しくは幅
よりも大きく選択されていてよいので、接着帯材の少なくとも２つの対向して位置する縁
部は、コンタクト帯材を越えて突出することになる。このような構成は、コンタクト帯材
の側縁を越えて突出し且つガラス板表面、集合導体又は導電性の構造体に結合された接着
帯材により、複合ガラス板の製造時に溶融された中間層の熱可塑性の材料が、集合導体と
コンタクト帯材との間に流入して、電気的な接続を損なうことが阻止される、という利点
を有している。しかしまた、１つ又は複数の孔が、コンタクト帯材にもたらされていても
よく、孔内で、接着帯材は集合導体に接着されている。このような構成は、接着帯材の寸
法を、コンタクト帯材の寸法よりも小さく、又はコンタクト帯材の寸法に等しく選択する
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ことができるので、接着帯材がコンタクト帯材の縁部を越えて突出することはない、とい
う利点を有している。このことは例えば、美的な理由から所望されていることがある。
【００３２】
　有利な構成では、コンタクト帯材と第２のガラス板との間に、押圧部材が配置されてい
る。この押圧部材は、例えばコンタクト帯材と熱可塑性の中間層との間に配置されている
か、又は熱可塑性の中間層と第２のガラス板との間、或いはコンタクト帯材の領域の中間
層の２つの箔の間に配置されていてもよい。押圧部材は、適宜に剛性であり、つまり低い
弾性を有している。複合ガラス板の内部に設けられた押圧部材により、付加的な圧力が、
コンタクト帯材に対して集合導体の方向に加えられる。これにより、コンタクト帯材と集
合導体との間の導電接続が、有利に安定化される。
【００３３】
　押圧部材は、例えば少なくとも１つのポリマー、例えばポリカーボネート（ＰＣ）又は
ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）を含んでいてよい。しかしまた、押圧部材は少な
くとも１つの金属又は合金、例えば銅又は鋼を含んでいてもよい。押圧部材の厚さは、好
適には２００μｍ以上である。押圧部材の厚さの上限は、第１のガラス板と第２のガラス
板との間の所望の間隔に基づいて得られる。押圧部材の厚さは、例えば２００μｍ～７０
０μｍであってよい。押圧部材の最小の長さ及び幅は、集合導体とコンタクト帯材との間
の所望の接触領域に従う。押圧部材は、例えば１０ｍｍ～１００ｍｍ又は２０ｍｍ～６０
ｍｍの長さと、２ｍｍ～４０ｍｍ又は５ｍｍ～３０ｍｍの幅とを有している。
【００３４】
　押圧部材は、複合ガラス板の製造時に、複合体の内部の適当な位置に簡単に挿入され得
る。しかしまた、押圧部材はコンタクト帯材、又は第２のガラス板の内側表面に、例えば
両面接着帯材を用いて位置固定されてもよい。
【００３５】
　押圧部材は、コンタクト帯材と一体的に形成されていてもよい。この場合、コンタクト
帯材は、箔ストリップの１区分により形成され、箔ストリップの少なくとも１つの折り曲
げられた区分、好適には複数の、折り曲げられ且つ互いに重なるように折り畳まれた区分
が、押圧部材を形成している。
【００３６】
　導電性の被覆は、原則として電気的に接触接続しようとする、如何なる被覆であっても
よい。本発明による複合ガラス板が、例えば窓領域に設けられる複合ガラス板の場合に当
てはまるような見通しを可能にすることが望ましい場合には、導電性の被覆は、好適には
可視スペクトル領域において、透明である。透明な被覆は、本発明の意味では７０％を上
回る、好適には８５％を上回る、可視スペクトル領域における透過率を有している。有利
な構成では、導電性の被覆は、１つの層又は複数の個別層から成る層構造体であって、全
体の厚さは２μｍ以下であり、特に好適には１μｍ以下である。
【００３７】
　導電性の被覆は、例えば電気的に加熱可能な被覆であってよく、この電気的に加熱可能
な被覆によって、複合ガラス板に加熱機能が備えられる。このような加熱可能な被覆は、
当業者には自体公知のものである。加熱可能な被覆は、典型的には１つ又は複数の、例え
ば２つ、３つ、又は４つの導電性の機能層を有している。これらの機能層は、好適には少
なくとも１つの金属、例えば銀、金、銅、ニッケル及び／又はクロム、或いは金属合金を
含んでいる。機能層は、特に好適には少なくとも９０質量％の金属、特に少なくとも９９
．９質量％の金属を含んでいる。機能層は、金属又は金属合金から成っていてよい。機能
層は、特に好適には銀又は銀を含む合金を有している。このような機能層は、特に有利な
導電性を有していると同時に、可視スペクトル領域における高い透過率を有している。１
つの機能層の厚さは、好適には５ｎｍ～５０ｎｍであり、特に好適には８ｎｍ～２５ｎｍ
である。この範囲の機能層の厚さにおいて、有利には可視スペクトル領域における高い透
過率及び特に有利な導電性が達成される。
【００３８】



(9) JP 6116688 B2 2017.4.19

10

20

30

40

50

　典型的には、加熱可能な被覆の２つの隣接する機能層の間に、それぞれ少なくとも１つ
の誘電層が配置されている。好適には、第１の機能層の下側及び／又は最後の機能層の上
側に、別の誘電層が配置されている。１つの誘電層は、例えば窒化ケイ素等の窒化物又は
酸化アルミニウム等の酸化物を含む誘電体から成る、少なくとも１つの個別層を有してい
る。しかしまた誘電層は、複数の個別層、例えば誘電体、平滑層、適合層、遮蔽層及び／
又は反射防止層を含む複数の個別層を有していてもよい。１つの誘電層の厚さは、例えば
１０ｎｍ～２００ｎｍである。
【００３９】
　しかしまた導電性の被覆は、表面電極であってもよく、例えば自体公知の太陽電池モジ
ュール、好適には薄膜太陽電池モジュールの表面電極、又は電気的に切換又は制御可能な
光学特性を備える複合ガラス板の表面電極であってもよい。このような複合ガラス板は、
電気的に切換又は制御可能な機能素子、例えばＳＰＤ（suspended particle device 懸濁
粒子デバイス）機能素子、ＰＤＬＣ（polymer dispersed liquid crystal 高分子分散型
液晶）機能素子、エレクトロクロミック機能素子又はエレクトロルミネッセンス機能素子
を有しており且つ当業者には自体公知のものである。表面電極は、少なくとも金属、金属
合金又は透明で導電性の酸化物（transparent conducting oxide, TCO 透明導電性酸化物
）を含んでおり、例えば銀、モリブデン、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）又はアルミニウ
ムドープ酸化亜鉛を含んでおり、且つ例えば２００ｎｍ～２μｍの層厚さを有している。
導電性の被覆は、導電性高分子被覆であってもよく、例えば少なくとも共役ポリマーを含
むか、又は導電性の粒子を有するポリマーを含んでいる。
【００４０】
　電気的に加熱可能な被覆は、アンテナ機能を有する被覆であってもよい。
【００４１】
　導電性の被覆は、好適には電気的に加熱可能な被覆、表面電極又はアンテナであり、且
つ好適には透明である。
【００４２】
　導電性の被覆は、第１のガラス板の内側表面全体にわたって延在していてよい。しかし
また、導電性の被覆は択一的に、第１のガラス板の内側表面の一部にわたってのみ延在し
ていてもよい。導電性の被覆は、好適には第１のガラス板の内側表面の少なくとも５０％
にわたって、特に好適には少なくとも７０％にわたって、更に特に好適には少なくとも９
０％にわたって延在している。しかしまた導電性の被覆は、第１のガラス板の内側表面の
、より小さな部分にわたって延在していてもよく、例えば５０％、３０％又は２０％を下
回って延在していてもよい。このことは例えば、複合ガラス板の小さな領域だけを電気的
に加熱したい場合に所望されていることがある。
【００４３】
　有利な構成では、第１のガラス板の内側表面は、２ｍｍ～５０ｍｍ、好適には５ｍｍ～
２０ｍｍの幅を有する、周方向に延在する縁部領域を有しており、この縁部領域には、導
電性の被覆は設けられていない。この場合、導電性の被覆は大気に対して一切接触してお
らず、且つ複合ガラス板の内部で熱可塑性の中間層により、損傷及び腐食から有利に保護
されている。第１のガラス板の内側表面は、１つの領域又は複数の別の領域において被覆
されていなくてよい。導電性の被覆が電気的に加熱可能な被覆である場合、このような被
覆されていない領域は、例えばデータ伝達ウインドウ又は通信ウインドウとして、当業者
に知られている。
【００４４】
　電気的なリード線は、本発明ではコンタクト帯材に接続されている。電気的なリード線
は、コンタクト帯材から出発して複合ガラス板の側縁を越えて延在しており、且つコンタ
クト帯材を外部の機能要素、例えば電圧供給部又は受信機に接続するために用いられる。
電気的なリード線は、好適には自体公知のフレキシブルな箔導体（平形導体、平帯導体）
として形成されている。箔導体とは、幅が厚さよりも著しく大きい、電気的な導体を意味
する。このような箔導体は、例えば銅、錫メッキされた銅、アルミニウム、銀、金又はこ
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れらの合金を含有する、又はこれらから成るストリップ又は帯材である。箔導体は、例え
ば２ｍｍ～１６ｍｍの幅と、０．０３ｍｍ～０．１ｍｍの厚さを有している。箔導体は絶
縁性の、好適には例えばポリイミドをベースとしたポリマー被覆を有していてよい。複合
ガラス板内の導電性の被覆の接触接続に適した箔導体は、例えば０．３ｍｍの全体厚さを
有しているに過ぎない。このように薄い箔導体は、個々のガラス板の間で、熱可塑性の中
間層に難なく埋め込むことができる。１つの箔導体帯材には、互いに電気的に絶縁された
複数の導電層が位置していてよい。電気的なリード線は、好適にはコンタクト帯材に、例
えばろう材料又は導電性の接着剤を用いて接続され、その後でコンタクト帯材が、複合ガ
ラス板内にもたらされる。このことは、リード線とコンタクト帯材との間の安定した電気
的な接続及び複合ガラス板の簡単な製造に関して有利である。
【００４５】
　択一的に、細い金属線材も、電気的なリード線として用いることができる。金属線材は
特に、銅、タングステン、金、銀又はアルミニウム、又はこれらの金属のうちの少なくと
も２つの合金を含んでいる。合金は、モリブデン、レニウム、オスミウム、イリジウム、
パラジウム又はプラチナを含んでいてもよい。
【００４６】
　第１のガラス板と第２のガラス板とは、好適には透明である。第１のガラス板及び／又
は第２のガラス板は、好適にはガラスを含んでおり、特に好適には平ガラス、フロート板
ガラス、石英ガラス、ホウケイ酸ガラス、ソーダ石灰ガラス又は透明プラスチック、好適
には剛性の透明プラスチック、特にポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート、
ポリメチルメタクリレート、ポリスチロール、ポリアミド、ポリエステル及び／又はポリ
塩化ビニルを含んでいる。
【００４７】
　透明とは、本発明の意味では、可視スペクトル領域において７０％を上回る、好適には
８５％を上回る透過率を有するガラス板若しくは被覆を意味する。
【００４８】
　第１のガラス板及び第２のガラス板の厚さ並びに大きさは、大幅に可変であり且つ複合
ガラス板の所定の用途に従う。第１のガラス板及び／又は第２のガラス板は、好適には１
．０ｍｍ～２５ｍｍ、特に好適には１．４ｍｍ～６ｍｍの厚さを有している。第１のガラ
ス板及び第２のガラス板は、例えば車両製造及び建築分野において一般的な、２００ｃｍ
２～２０ｍ２の面積を有している。
【００４９】
　複合ガラス板は、任意の立体的な形状を有していてよい。複合ガラス板は、好適には平
らであるか、又は空間の１方向又は複数方向に軽く又は強く曲げられている。
【００５０】
　熱可塑性の中間層は、少なくとも１つの熱可塑性プラスチック、好適にはポリビニルブ
チラール（ＰＶＢ）、エチレン酢酸ビニル共重合体（ＥＶＡ）及び／又はポリエチレンテ
レフタラート（ＰＥＴ）を含んでいる。しかしまた熱可塑性の中間層は、例えばポリウレ
タン（ＰＵ）、ポリプロピレン（ＰＰ）、ポリアクリレート、ポリエチレン（ＰＥ）、ポ
リカーボネート（ＰＣ）、ポリメチルメタクリレート、ポリ塩化ビニル、ポリアセテート
樹脂、注型用樹脂、アクリレート、フッ化エチレンプロピレン、ポリフッ化ビニル及び／
又はエチレン－テトラフルオロエチレン、又はこれらの共重合体又は混合物を含んでいて
もよい。熱可塑性の中間層は、１つの、又は重ねて配置された複数の熱可塑性の箔によっ
て形成され得、この場合、１つの熱可塑性の箔の厚さは、好適には０．２５ｍｍ～１ｍｍ
、典型的には０．３８ｍｍ～０．７６ｍｍである。
【００５１】
　本発明は更に、電気的な接触接続部を備える複合ガラス板を製造する方法を含んでおり
、少なくとも以下の方法ステップ、即ち：
イ）第１のガラス板の表面に導電性の被覆を付与し、
ロ）導電性の被覆の領域に、少なくとも１つの集合導体を付与し、
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ハ）第１のガラス板の表面に熱可塑性の中間層を配置し、熱可塑性の中間層に第２のガラ
ス板を配置し、電気的なリード線に接続された、少なくとも１つの導電性のコンタクト帯
材を配置し、これによりコンタクト帯材の少なくとも１つの領域を、集合導体と直接に接
触させ、
ニ）第１のガラス板を、熱可塑性の中間層を介して第２のガラス板に結合する、
を有している。
【００５２】
　この場合、方法ステップの文字符号は、必ずしも方法ステップの順序を規定するもので
はなく、後の関連付けを容易にするものである。方法ステップの別の順序も考えられる。
例えば個別のケースにおいて、まず最初に集合導体をガラス板の表面に付与し、次いで導
電性の被覆を付与することが所望されていることがある。
【００５３】
　本発明による第１の好適な実施形態では、方法ステップ ハ）において、コンタクト帯
材を集合導体に配置し、次いで熱可塑性の中間層を第１のガラス板の表面に配置する。
【００５４】
　この場合、本発明による方法の第１の好適な実施形態は、少なくとも以下の方法ステッ
プ、即ち：
Ｉ）第１のガラス板の表面に導電性の被覆を付与し、
ＩＩ）導電性の被覆の領域に、少なくとも１つの集合導体を付与し、
ＩＩＩ）集合導体の少なくとも１つの領域に、電気的なリード線に接続された少なくとも
１つの導電性のコンタクト帯材を配置し、
ＩＶ）第１のガラス板の表面に、熱可塑性の中間層を配置し、且つ熱可塑性の中間層に第
２のガラス板を配置し、
Ｖ）第１のガラス板を、熱可塑性の中間層を介して第２のガラス板に結合する、
を有している。
【００５５】
　方法ステップ ハ）若しくは第１の好適な実施形態のＩＩＩ）において、コンタクト帯
材は、集合導体の領域に載置されてよい。択一的にコンタクト帯材は、両面接着帯材を用
いて集合導体上に位置固定することができる。択一的にコンタクト帯材は、コンタクト帯
材の、集合導体とは反対の側の表面にわたって延在する接着帯材を用いて、集合導体上に
位置固定することができる。
【００５６】
　本発明による方法の第２の好適な実施形態では、方法ステップ ハ）において、コンタ
クト帯材を熱可塑性の中間層に取り付け、次いで熱可塑性の中間層をコンタクト帯材と共
に第１のガラス板の表面に配置する。
【００５７】
　本発明による方法の第２の好適な実施形態は、例えば少なくとも以下の方法ステップ、
即ち：
（Ｉ）第１のガラス板の表面に導電性の被覆を付与し、
（ＩＩ）導電性の被覆の領域に、少なくとも１つの集合導体を付与し、
（ＩＩＩ）電気的なリード線に接続された少なくとも１つの導電性のコンタクト帯材を、
熱可塑性の中間層に取り付け、
（ＩＶ）熱可塑性の中間層を第１のガラス板の表面に配置し、且つ第２のガラス板を熱可
塑性の中間層に配置し、
（Ｖ）第１のガラス板を、熱可塑性の中間層を介して第２のガラス板に結合する、
を有している。
【００５８】
　方法ステップ（Ｉ）、（ＩＩ）及び（ＩＩＩ）は、択一的に別の時間順序で行われても
よい。熱可塑性の中間層に対するコンタクト帯材の取り付けは、時間的に第１のガラス板
に導電性の被覆を付与する前に、又は付与した後に、又は付与するのと同時に行うことが
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できる。熱可塑性の中間層に対するコンタクト帯材の取り付けは、時間的に導電性の被覆
に集合導体を付与する前に、又は付与した後に、又は付与するのと同時に行うことができ
る。
【００５９】
　第２の好適な実施形態の利点は、熱可塑性の中間層に対するコンタクト帯材の取り付け
にある。これにより、コンタクト帯材を所望の位置に位置固定することができ、熱可塑性
の層を配置する際に、コンタクト帯材がずれる危険は生じない。このことは、熱可塑性の
層が、例えば孔又は凹部を備える複雑な形状を有している場合に、特に有利である。これ
は例えば最新のウインドシールドにおいて、多く当てはまる。この場合、熱可塑性の中間
層は、正しく位置決めするために、第１のガラス板上でしばしば押しずらされねばならな
い。コンタクト帯材が、熱可塑性の中間層の適切な位置に取り付けられていることによっ
て、熱可塑性の中間層が正しく位置決めされるや否や、コンタクト帯材は集合導体に電気
的に接触することになる。これにより、複合ガラス板の製造は、有利に簡略化且つ加速さ
れる。
【００６０】
　電気的なリード線に接続されたコンタクト帯材は当然、電気的なリード線が熱可塑性の
層とコンタクト帯材との間に配置されており、且つコンタクト帯材から出発して熱可塑性
の層の側縁を越えて延在するように、熱可塑性の中間層に取り付けられる。
【００６１】
　熱可塑性の中間層に対するコンタクト帯材の取り付けは、例えば手持ち式はんだごてを
用いて、熱可塑性の中間層の、局所的に制限された範囲を加熱することにより行うことが
できる。加熱により軟化した熱可塑性の中間層の領域は、付着特性を有しているので、コ
ンタクト帯材を、熱可塑性の中間層に接着することができ、再び冷めた状態において、コ
ンタクト部材は熱可塑性の中間層に、持続して安定的に取り付けられていることになる。
【００６２】
　第２の好適な実施形態の方法ステップ（ＩＶ）において、熱可塑性の中間層は当然、コ
ンタクト帯材が取り付けられた表面が、第１のガラス板に面しているように配置される。
【００６３】
　以下の記載もやはり、本発明による方法の第１及び第２の好適な実施形態に関するもの
である。
【００６４】
　方法ステップ イ）における導電性の被覆の付与は、自体公知の方法により、好適には
磁界に支援される陰極スパッタにより行うことができる。このことは、第１のガラス板の
簡単、迅速、廉価且つ均一な被覆に関して、特に有利である。しかしまた導電性の被覆は
、例えば蒸着、化学気相蒸着（chemical vapour deposition, ＣＶＤ）、プラズマＣＶＤ
（ＰＥＣＶＤ）によって、又は湿式化学法によって付与されてもよい。
【００６５】
　第１のガラス板は、方法ステップ イ）の後で、熱処理されることがある。この場合、
第１のガラス板は導電性の被覆と共に、少なくとも２００℃、好適には少なくとも３００
℃の温度に加熱される。熱処理は、導電性の被覆の透過率の向上及び／又は表面抵抗の低
下に役立つ。
【００６６】
　第１のガラス板は、方法ステップ イ）の後で、典型的には５００℃～７００℃の温度
において折り曲げられることがある。平らなガラス板を被覆するほうが、技術的にはより
簡単なので、この手順は、第１のガラス板が折り曲げられるべき場合に有利である。しか
しまた第１のガラス板は択一的に、例えば導電性の被覆が曲げプロセスを損傷無しで克服
するのに適していない場合には、方法ステップ イ）の前に折り曲げられてもよい。
【００６７】
　方法ステップ ロ）における集合導体の付与は、好適には導電性のペーストをスクリー
ン印刷法又はインクジェット法で印刷し且つ焼成することによって行われる。択一的に、
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集合導体を、導電性の箔のストリップとして導電性の被覆に付与する、好適には載置、ろ
う接又は接着することができる。
【００６８】
　方法ステップ ハ）において、第１のガラス板は当然、導電性の被覆が設けられた表面
が、熱可塑性の中間層に面しているように配置される。これにより前記表面は、第１のガ
ラス板の内側表面となる。
【００６９】
　方法ステップ ハ）において、押圧部材が、適宜複合体内に挿入されるか、又は例えば
接着によりコンタクト帯材又は第２のガラス板又は熱可塑性の中間層に結合されることが
ある。
【００７０】
　熱可塑性の中間層は、好適には少なくとも１つの熱可塑性の箔として用意される。熱可
塑性の中間層は、単一の、又は面状に重なり合って配置される２つ又は複数の熱可塑性の
箔によって形成され得る。
【００７１】
　方法ステップ ニ）における第１のガラス板と第２のガラス板との結合は、好適には熱
、真空及び／又は圧力の作用に基づいて行われる。複合ガラス板を製造する、自体公知の
方法が用いられてよい。
【００７２】
　例えばいわゆるオートクレーブ法を、約１０ｂａｒ～１５ｂａｒの高められた圧力及び
１３０℃～１４５℃の温度で、約２時間にわたり実施することができる。自体公知の減圧
バッグ法又は真空リング法は、例えば約２００ｍｂａｒ及び１３０℃～１４５℃において
作用する。第１のガラス板、熱可塑性の中間層及び第２のガラス板は、少なくとも１対の
ローラ間のカレンダ部でプレスされて、１つの複合ガラス板にされてもよい。複合ガラス
板を製造するためのこのような形式の設備は公知であり、通常、プレスユニットの手前に
少なくとも１つの加熱トンネルを有している。プレス過程中の温度は、例えば４０℃～１
５０℃である。カレンダ法とオートクレーブ法との組み合わせは、実地において特に有利
であるということが判った。択一的に、複数の真空ラミネータを使用してよい。真空ラミ
ネータは、加熱可能且つ真空引き可能な１つ又は複数の室から成っており、これらの室内
で、第１のガラス板と第２のガラス板とを、例えば０．０１ｍｂａｒ～８００ｍｂａｒの
低下された圧力及び８０℃～１７０℃の温度において、約６０分以内で積層することがで
きる。
【００７３】
　本発明は更に、電気的な接触接続部を備える本発明による複合ガラスの、建物、特に入
口領域、窓領域、屋根領域又はファサード（正面）領域における使用、家具及び機器にお
ける組み込み部材としての使用、陸上、空中又は水上での交通用移動手段、特に列車、船
舶及び自動車における例えばウインドシールド、リヤウインドウ、サイドウインドウ及び
／又はルーフウインドウとしての使用を含む。複合ガラス板は、好適には加熱可能なガラ
ス板として、アンテナ機能を備えるガラス板として、切換又は制御可能な光学特性を備え
るガラス板として、又は太陽電池モジュール、特に薄膜太陽電池モジュールとして用いら
れる。
【図面の簡単な説明】
【００７４】
【図１】電気的な接触接続部を備える、本発明による複合ガラス板の構成を上から見た図
である。
【図２】図１に示す複合ガラス板をＡ－Ａ′に沿って断面して示した図である。
【図３】本発明による複合ガラス板の別の構成をＡ－Ａ′に沿って断面して示した図であ
る。
【図４】本発明による複合ガラス板の更に別の構成をＡ－Ａ′に沿って断面して示した図
である。
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【図５】本発明による複合ガラス板の更に別の構成をＡ－Ａ′に沿って断面して示した図
である。
【図６】本発明による複合ガラス板の更に別の構成を上から見た図である。
【図６ａ】本発明による複合ガラス板の更に別の構成を上から見た図である。
【図７】本発明による方法の１つの実施形態の詳細なフローチャートである。
【図８】本発明による方法の別の実施形態の詳細なフローチャートである。
【００７５】
　以下に、本発明の実施形態を図面につき詳しく説明する。図面は概略的なものであり、
正確な縮尺ではない。図面が本発明を限定することは一切ない。
【００７６】
　図１及び図２には、それぞれ電気的な接触接続部を備える、本発明による複合ガラス板
の１つの実施形態が詳細に示されている。透明な複合ガラス板は、熱可塑性の中間層４を
介して互いに結合された、第１のガラス板１と第２のガラス板２とを有している。この複
合ガラス板は、自動車のウインドシールドであり、この場合、第１のガラス板１は、取り
付け状態において内室に面しているように設けられている。第１のガラス板１と第２のガ
ラス板２とは、ソーダ石灰ガラスから成っている。第１のガラス板１の厚さは１．６ｍｍ
であり、第２のガラス板２の厚さは２．１ｍｍである。熱可塑性の中間層４は、ポリビニ
ルブチラール（ＰＶＢ）から成り且つ０．７６ｍｍの厚さを有している。第１のガラス板
１の内側表面（Ｉ）には、導電性の被覆３が付与されている。導電性の被覆３は、誘電層
により互いに分離された、例えば３つの導電性の銀層を含む層系である。電流が導電性の
被覆３を通って流れると、導電性の被覆３は、その電気抵抗に基づき加熱される。よって
導電性の被覆３は、複合ガラス板の能動的な加熱に用いることができる。
【００７７】
　導電性の被覆３は、周方向に延びる枠状の、幅８ｍｍの被覆されていない領域を除き、
第１のガラス板１の表面（Ｉ）全体にわたって延在している。被覆されていない領域は、
電圧を通す導電性の被覆３と、車体との間を電気的に絶縁するために用いられる。被覆さ
れていない領域は、導電性の被覆３を損傷及び腐食から保護するために、中間層４に接着
により気密に封止されている。
【００７８】
　導電性の被覆３の電気的な接触接続用には、導電性の被覆３の上縁領域と下縁領域とに
各１つの集合導体５が配置されている。集合導体５は、銀粒子とガラスフリットとを含ん
でおり且つスクリーン印刷法で付与されている。各集合導体５は、約１５μｍの厚さと、
１６ｍｍの幅Ｂｓを有している。集合導体５の長さＬｓは、導電性の被覆３の延在長さに
ほぼ等しい。集合導体５に電圧が印加されると、均等な電流が、集合導体５間の導電性の
被覆３を通って流れる。各集合導体５には、ほぼ中心にコンタクト帯材６が配置されてい
る。コンタクト帯材６は、集合導体５と外部のリード線７とを簡単に接続するために用い
られる。更に、コンタクト帯材６は、有利には集合導体５の電流容量を高める。コンタク
ト帯材６は、集合導体５に対して全面的に直接に接触している。コンタクト帯材６は、複
合ガラス板の製造時に集合導体５に載置され、且つ熱可塑性の層４によって集合導体５上
に持続して安定的に位置固定される。コンタクト帯材６は、銅から成り且つ１００μｍの
厚さ、８ｍｍの幅Ｂｋ及び５ｃｍの長さＬｋを有している。
【００７９】
　外部のリード線７は、自体公知の箔導体であり、この箔導体は従来の形式で、例えばろ
う材料又は導電性の接着剤を用いてコンタクト帯材に結合されている。箔導体は、幅１０
ｍｍ及び厚さ０．３ｍｍの、錫メッキされた銅箔を有している。電気的なリード線７を介
して、集合導体５は接続ケーブル（図示せず）により電圧源（図示せず）に接続されてお
り、この電圧源は、自動車に関して一般的な、好適には１２Ｖ～５０Ｖの、例えば１２Ｖ
～１５Ｖ（約１４Ｖ）の、約４２Ｖ又は約４８Ｖの車内電源電圧を供給する。カバー印刷
部としての自体公知の不透明な着色層により、集合導体５の領域が観察者に見えてしまう
ことを阻止することができる。カバー印刷部は、例えば第２のガラス板２の内側表面に枠
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状に付与されていてよい。
【００８０】
　コンタクト帯材６と集合導体５とは、本発明では直接に接触している。つまり電気的な
接続は、ろう材料又は導電性の接着剤を介さずに行われる。これにより、複合ガラス板の
製造過程は相応に簡略化される。更に、例えばろう接時又はろう接された結合部に荷重が
加えられた場合に生じるような、集合導体５の損傷の危険が回避され得る。
【００８１】
　図３には、本発明による複合ガラスの択一的な構成の下縁領域を横断した図が示されて
いる。導電性の被覆３を備える第１のガラス板１と、第２のガラス板２と、熱可塑性の中
間層４と、集合導体５と、コンタクト帯材６と、外部のリード線７とは、図１に示したも
のと同様に構成されている。コンタクト帯材６と熱可塑性の中間層４との間には、接着帯
材８が配置されている。この接着帯材８により、コンタクト帯材６が第１のガラス板１の
内側表面（Ｉ）上で位置固定されている。接着帯材８は２ｃｍの幅と、５ｃｍの長さを有
している。接着帯材８は、コンタクト帯材６の、集合導体５とは反対の側の表面を覆って
延在しており、コンタクト帯材６の長辺の縁部を越えて突出しており、且つこの突出して
いる領域でもって、第１のガラス板１又は第１のガラス板１に付与された複数の層に接着
している。
【００８２】
　接着帯材８の利点は、集合導体５とコンタクト帯材６とから成る系に対して、付加的な
圧力が加えられる、という点にある。これにより、集合導体５とコンタクト帯材６との間
の導電接続が、付加的に安定化される。接着帯材８の使用は更に、方法技術的な利点を有
している。即ち：接着帯材８により、複合ガラス板の製造前に、コンタクト帯材６を集合
導体５上に安定的に位置固定することができる。これにより、熱可塑性の中間層４と、第
２のガラス板２とを第１のガラス板１に配置する際に、例えば折れ曲がりによるコンタク
ト帯材６のスリップ又は損傷が回避され得る。
【００８３】
　図４には、本発明による複合ガラス板の別の構成の下縁領域を横断した図が示されてい
る。導電性の被覆３を備える第１のガラス板１と、第２のガラス板２と、熱可塑性の中間
層４と、集合導体５と、コンタクト帯材６と、外部のリード線７とは、図１に示したもの
と同様に構成されている。コンタクト帯材６の、集合導体５とは反対の側の表面には、押
圧部材９が配置されている。この押圧部材９は、０．３ｍｍの厚さ、５ｃｍの長さ及び１
６ｍｍの幅を備える直方体形であり、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）から成って
いる。複合ガラス内部の剛性の押圧部材９により、有利には付加的な圧力が、集合導体５
とコンタクト帯材６とから成る系に加えられる。これにより、集合導体５とコンタクト帯
材６との間の導電接続が、付加的に安定化される。
【００８４】
　図５には、本発明による複合ガラス板の更に別の構成の下縁領域を横断した図が示され
ている。コンタクト帯材６は、その長さに沿って配置された、例えば３つの円形の孔を有
している。孔の１つが図面に見られる。コンタクト帯材６の、集合導体５とは反対の側の
表面には接着帯材８が配置されており、この接着帯材８は、孔を介して集合導体５に接着
されている。これによりコンタクト帯材６は、複合ガラス板の製造時に、既に集合導体５
上に位置固定されていることになる。更に、接着帯材８により、コンタクト帯材６と集合
導体５との間の電気的な接続を安定化させる付加的な圧力が、コンタクト帯材６に加えら
れる。孔を有するコンタクト帯材６の構成は、接着帯材８がコンタクト帯材６よりも小さ
く寸法設定されていてよい、という利点を有している。この場合、接着帯材８はコンタク
ト帯材６の辺の縁部を越えて突出してはおらず、このことは美的な理由から所望されてい
ることがある。
【００８５】
　図６には、本発明による複合ガラス板の更に別の構成を上から見た図が示されている。
下側の集合導体５のコンタクト帯材６は、集合導体５上に配置されていて、集合導体５と
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いる。コンタクト帯材６と電気的な接続部材１０とは、１つの導電性の箔の同一のストリ
ップ部分である。ストリップを折り曲げることによって方向転換が行われ、これにより、
コンタクト帯材６は集合導体５に対して平行に延在し、且つ接続部材１０は集合導体５か
ら出発して、複合ガラス板の側縁を越えて延在することになる。複合ガラス板の外側で、
接続部材１０は電気的なリード線７に接続されている。電気的なリード線７と接続部材１
０との間の接続は、本実施形態では第１のガラス板１と第２のガラス板２との積層の前又
は後に行われてよい。
【００８６】
　図６ａには、本発明による複合ガラスの更に別の構成を上から見た図が示されている。
図１に示した実施形態とは異なり、コンタクト帯材６の長さＬｋは、集合導体５の長さＬ
ｓの約９５％である。つまり、コンタクト帯材６は、集合導体５のほぼ全長に沿って、集
合導体５を覆っており、その結果、集合導体５の電流容量は著しく高められる。これによ
り、比較的大きな局所的な電流値に基づく集合導体５の過熱が回避され得る。
【００８７】
　図７には、電気的な接触接続部を備える複合ガラス板を製造する、本発明による方法の
１つの実施形態のフローチャートが示されている。
【００８８】
　図８には、電気的な接触接続部を備える複合ガラス板を製造する、本発明による方法の
別の実施形態のフローチャートが示されている。
【００８９】
　ろう材料又は導電性の接着剤を介して、集合導体５とコンタクト帯材６との間、又は集
合導体５とリード線７との間が結合された複合ガラス板とは異なり、本発明による複合ガ
ラス板において、コンタクト帯材６は集合導体５と直接に接触している。これにより、本
発明によるテストガラス板において、製造過程を著しく簡略化し且つ加速させることがで
きる、ということが判った。それにも関わらず、集合導体５とコンタクト帯材６との間に
は、持続して安定的な、電気的な接続が提供される。この結果は当業者にとって予期しな
いものであり、意外であった。
【符号の説明】
【００９０】
　１　第１のガラス板
　２　第２のガラス板
　３　導電性の被覆
　４　熱可塑性の中間層
　５　集合導体
　６　コンタクト帯材
　７　電気的なリード線
　８　接着帯材
　９　押圧部材
　１０　コンタクト帯材６と電気的なリード線７との間の電気的な接続部材
　Ｉ　第１のガラス板１の内側表面
　Ｌｓ　集合導体５の長さ
　Ｂｓ　集合導体５の幅
　Ｌｋ　コンタクト帯材６の長さ
　Ｂｋ　コンタクト帯材６の幅
　Ａ－Ａ′　断面線
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